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こうとう区報でご案内しているイベント等は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止または変更される場合があります。イベント等へ参加される際は、感
染防止対策にご協力ください。また、体調の優れない方は参加をお控えください。詳細はホームページをご確認いただくか主催者へ直接お問い合わせください。

　
令
和
₄
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
の
お
知
ら
せ
を
₇
月
₁₅
日

（
金
）
に
お
送
り
し
ま
す
。

　
送
付
書
類
は
次
の
と
お
り
で
す
。

﹇
特
別
徴
収
（
年
金
引
き
落
と
し
）・

口
座
振
替
の
方
﹈

○ 

保
険
料
額
決
定
通
知
書

○ 

保
険
料
額
納
入
通
知
書

﹇
納
付
書
払
い
の
方
﹈

○ 

保
険
料
額
決
定
通
知
書

○ 

保
険
料
額
納
入
通
知
書

○ 

₇
〜
₉
月
期
の
納
付
書

※
₁₀
〜
₁₂
月
期
の
納
付
書
は
₁₀
月
中

旬
、
翌
年
₁
〜
₃
月
期
の
納
付
書
は

₁
月
中
旬
に
お
送
り
し
ま
す
。

※
口
座
振
替
に
切
り
替
わ
る
方
に
は

振
替
が
可
能
と
な
っ
た
月
に
お
知
ら

せ
を
お
送
り
し
ま
す
。

﹇
特
別
徴
収
と
は
﹈₄
月
〜
翌
年
₂
月

ま
で
年
₆
回
の
年
金
支
給
月
に
年
金

か
ら
保
険
料
を
差
し
引
く
こ
と
で
納

め
る
方
法
で
す
。

﹇
普
通
徴
収
と
は
﹈年
間
保
険
料
を
₇

月
〜
翌
年
₃
月
ま
で
の
各
月
に
振
り

分
け
、
口
座
振
替
や
納
付
書
に
よ
り

納
め
る
方
法
で
す
。

　
保
険
料
は
被
保
険
者
と
世
帯
主
の

所
得
を
基
に
決
め
て
い
ま
す
。
所
得

が
一
定
以
下
の
場
合
は
、
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。
所
得
の
申
告
を
し

て
い
な
い
と
軽
減
で
き
な
い
た
め
、

税
金
が
非
課
税
の
方
で
も
所
得
の
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
保
険
料
の
算
定
方
法
等
の
詳
細
は
、

通
知
書
に
同
封
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

係
る
減
免
に
つ
い
て

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
、
一
定
程
度
収
入
が
下

が
っ
た
方
に
対
し
て
減
免
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
区
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
、
₇
月
₁₅
日
（
金
）
に
お

送
り
す
る
保
険
料
の
お
知
ら
せ
に
同

封
の
ご
案
内
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問▢
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

 

☎（
3
6
4
7
）8
5
2
0

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
3

　
現
在
お
使
い
い
た
だ
い
て
い
る
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
₇₅
歳

以
上
の
方
と
、
申
請
に
よ
り
一
定
の

障
害
が
あ
る
と
広
域
連
合
か
ら
認
定

さ
れ
た
₆₅
歳
以
上
₇₅
歳
未
満
の
方
に

交
付
の
保
険
証
）
の
有
効
期
限
は
₇

月
₃₁
日
で
す
。
す
べ
て
の
加
入
者
に

₈
月
₁
日
か
ら
お
使
い
い
た
だ
く
新

し
い
保
険
証
（
藤
色
）
を
、
₇
月
中

旬
に
オ
レ
ン
ジ
色
ま
た
は
緑
色
の
封

筒
に
入
れ
て
簡
易
書
留
郵
便
で
個
別

に
お
送
り
し
ま
す
。
届
き
ま
し
た
ら
、

氏
名
・
生
年
月
日
・
自
己
負
担
割
合

な
ど
の
記
載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

　
₁₀
月
か
ら
の
窓
口
₂
割
負
担
の
導

入
に
伴
い
、
す
べ
て
の
方
の
保
険
証

の
有
効
期
限
が
₉
月
₃₀
日
ま
で
と
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。
₁₀
月
以
降
お
使
い
い
た
だ
く
保

険
証
は
₉
月
下
旬
頃
に
お
送
り
す
る

予
定
で
す
。

　
現
在
お
使
い
の
保
険
証
（
オ
レ
ン

ジ
色
）
は
、
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
₈

月
₁
日
以
降
、
個
人
情
報
に
留
意
の

上
ご
自
身
で
廃
棄
し
て
い
た
だ
く
か
、

医
療
保
険
課
ま
で
ご
返
却
く
だ
さ
い
。

問▢
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

 

☎（
3
6
4
7
）3
1
6
7

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
3

　
要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
方
、
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ

ー
ビ
ス
事
業
対
象
者
に
、
₈
月
₁
日

か
ら
の
ご
自
身
の
負
担
割
合
が
何
割

か
を
示
し
た
「
負
担
割
合
証
」
を
₇

月
₁₂
日
（
火
）
に
発
送
し
ま
す
。

　
₆₅
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
利
用
者
負
担
割
合
は
、
一
定
以

上
の
所
得
（
本
人
の
合
計
所
得
金
額

が
2
2
0
万
円
以
上
で
、
年
金
収
入

＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
単
身

世
帯
で
3
4
0
万
円
以
上
、
₂
人
以

上
世
帯
で
4
6
3
万
円
以
上
）
が
あ

る
方
は
₃
割
、
そ
れ
以
外
の
方
は
₂

割
ま
た
は
₁
割
と
な
り
ま
す
。

※
過
去
に
介
護
保
険
料
の
未
納
期
間

が
あ
る
方
は
、
負
担
割
合
証
に
記
載

す
る
割
合
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
負

担
分
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

問▢
介
護
保
険
課
給
付
係

 

☎（
3
6
4
7
）9
4
9
8

 

℻（
3
6
4
7
）9
4
6
6

　
国
保
加
入
の
₇₀
〜
₇₄
歳
の
方
に
お

渡
し
し
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
は
、

毎
年
₈
月
に
更
新
し
ま
す
。

　
新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は
、
₇
月

末
ま
で
に
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し
ま

す
。

　
今
ま
で
お
使
い
の
高
齢
受
給
者
証

は
、
₈
月
以
降
に
裁
断
し
て
廃
棄
し

て
い
た
だ
く
か
、
医
療
保
険
課
資
格

賦
課
係
（
区
役
所
₂
階
₇
番
）
窓
口

ま
た
は
お
近
く
の
出
張
所
に
お
返
し

く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
が
3
割
の
方
へ

　
高
齢
受
給
者
証
の
負
担
割
合
は

「
₂
割
」
ま
た
は
「
₃
割
」
で
す
。

　
高
齢
受
給
者
証
を
お
持
ち
で
住
民

税
課
税
標
準
額
が
1
4
5
万
円
以
上

の
方
が
い
る
世
帯
で
は
、
負
担
割
合

は
₃
割
と
な
り
ま
す
。

　
₃
割
負
担
の
世
帯
で
も
、
令
和
₃

年
中
の
収
入
が
別
表
に
該
当
す
る
場

合
は
、「
基
準
収
入
額
適
用
申
請
」
を

行
い
認
定
さ
れ
る
と
₂
割
負
担
に
変

わ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
区
が
保
有
す

る
住
民
税
の
情
報
に
よ
り
、
基
準
収

入
額
適
用
の
判
定
に
必
要
な
被
保
険

者
等
の
収
入
金
額
を
正
確
に
把
握
で

き
る
場
合
は
、
申
請
に
よ
ら
ず
負
担

割
合
が
₂
割
に
変
わ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

問▢
医
療
保
険
課
資
格
賦
課
係

 
☎（
3
6
4
7
）3
1
6
7

 

℻（
3
6
4
7
）8
4
4
3

　
サ
ク
ラ
な
ど
の
木
を
枯
ら
し
て
し

ま
う
特
定
外
来
生
物
（
※
）
の
「
ク

ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
」
が
昨
年
度

区
内
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
被
害
の

拡
大
を
防
ぐ
た
め
、
区
で
は
公
園
な

ど
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
人
体
に
害
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
サ

ク
ラ
や
ウ
メ
な
ど
の
樹
木
を
お
持
ち

の
方
は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
特
定
外
来
生
物
と
は
、
生
態
系
や

人
体
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
可
能

性
が
あ
り
、
生
き
た
ま
ま
運
ん
だ
り
、

飼
っ
た
り
す
る
こ
と
が
法
律
で
禁
止

さ
れ
て
い
る
外
来
生
物
の
こ
と
で
す
。

﹇
ク
ビ
ア
カ
ツ
ヤ
カ
ミ
キ
リ
と
は
﹈

　
中
国
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
が
原
産
の

虫
で
、
体
長
は
₂₅
㎜
か
ら
₄₀
㎜
、
前

胸
部（
ク
ビ
の
よ
う
に
見
え
る
部
分
）

が
赤
く
、
体
は
ツ
ヤ
の
あ
る
黒
色
で

す
。

﹇
ど
の
よ
う
な
被
害
が
あ
る
の
か
﹈

　
幼
虫
が
、
成
虫
に
な
る
ま
で
の
お

よ
そ
₂
年
間
、
サ
ク
ラ
な
ど
の
木
の

中
に
潜
み
、
木
の
内
部
を
食
べ
て
枯

ら
し
ま
す
。

﹇
こ
ん
な
サ
イ
ン
に
ご
注
意
﹈

　
幼
虫
は
木
の
中
に
い
る
間
、「
フ

ラ
ス
」
と
い
う
木
く
ず
と
フ
ン
が
混

ざ
っ
た
か
り
ん
と
う
状
の
も
の
を
排

出
し
ま
す
。
木
の
根
元
や
幹
に
フ
ラ

ス
が
出
て
い
る
と
、
内
部
に
幼
虫
が

い
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
成
虫
は
₆
月
か
ら
₈
月
ご
ろ
に
現

れ
ま
す
が
、
フ
ラ
ス
は
幼
虫
の
動
き

が
活
発
に
な
る
₅
月
か
ら
₁₀
月
ご
ろ

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

﹇
見
つ
け
た
と
き
は
﹈

　
成
虫
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
の
場
で

駆
除
す
る
と
共
に
、
見
つ
け
た
場
所

を
区
の
環
境
保
全
課
ま
で
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。

問▢
環
境
保
全
課
調
査
係

 

☎（
3
6
4
7
）6
1
4
8

 

℻（
5
6
1
7
）5
7
3
7

▲ 左がオス、右がメス 
（画像提供：東京都環境局）

▲ 幼虫が排出するフラス 
（画像提供：東京都環境局）

高齢受給者証
交付対象者数

3割から2割に変更
になる判定基準（総
収入金額の合計）

1人 383万円未満
2人以上 520万円未満

1人　
ただし、特定
同一世帯所属
者有※

520万円未満
（特定同一世帯所属
者分を含む）

※ 特定同一世帯所属者とは、国保
から後期高齢者医療制度に加入
された同一世帯の方です。

※1　 「合計所得金額」とは、収入金額から必要経費を控除した金額のことで
扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

※2　 合計所得金額が220万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収
入＋その他の合計所得金額の合計額が、単身で280万円、2人以上の世
帯で346万円未満の場合、1割負担になります。また単身で280万円以
上340万円未満の場合、2人以上の世帯で346万円以上463万円未満の場
合、2割負担になります。（「その他の合計所得金額」とは合計所得金額
から公的年金所得を除いた額です。）

※3　 合計所得金額が160万円以上でも、同一世帯の第1号被保険者の年金収
入＋その他の合計所得金額の合計額が単身で280万円、2人以上の世帯
で346万円に満たない場合、1割負担になります。

本人の合計所得金額
（※1）が220万円以上

本人の合計所得金額
が160万円以上220万
円未満

○ 本人の合計所得 
金額が160万円未満

○住民税非課税者
○生活保護受給者

3割負担
（※2）

2割負担
（※3）

第2号被保険者
（40～64歳）

1割負担

第
1
号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
）


